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第１章 個別施設計画について

１ 計画策定の背景と目的

本市では、公共施設等の現状と課題を把握し、様々な課題に適正に対応するため、長期

的な視点に立った総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針として、平成 29年 3月

に「白井市公共施設等総合管理計画」（以下、総合管理計画）を策定し、令和 8年 3月に

改定しました。

将来にわたり、公共施設等を適正に管理していくためには、この総合管理計画に基づく

施設ごとの個別施設計画を策定し、長期的な視点に立った対策を計画的に進めていく必要

があります。

そこで、これまでの各施設の実情等を踏まえつつ、施設ごとの工事内容や実施時期等を

示す計画として、令和 3年 3月に「白井市公共施設個別施設計画（以下「本計画」とい

う。）」を策定しました。今回の見直しは、総合管理計画の改定に伴い、計画内に公共施設

の最適配置基本方針が位置付けられたことから、方針に沿った公共施設の維持保全と最適

配置の取組を示す計画としました。

今後は、本計画に基づき、施設の長寿命化工事等の時期を分散するなど、財政負担の平

準化等を図りながら、適切な維持管理等の推進と市民サービスの維持・向上を目的とする

最適配置を推進していくことを目指します。

２ 計画の位置付け

総合管理計画に基づき、施設ごとの建築時期、劣化状況や工事履歴等を考慮した維持保

全工事等の実施計画及び施設ごとの方針に沿った最適配置の取組を示した計画とします。

【個別施設計画等の位置付け】

白井市総合計画（基本構想・基本計画・実施計画）

【個別施設計画の例】

白井市公共施設個別施設計画

白井市学校施設の長寿命化計画

白井市消防団器具庫等更新整備計画

白井市公園施設長寿命化計画

白井市道修繕計画

白井市橋梁長寿命化修繕計画

即する

即する

白井市行政経営指針

即する

白井市都市マスタープラン

白井市公共施設等総合管理計画

整合
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３ 計画の構成

本計画は、計画本編と本計画に基づく取組の工程表で構成されています。

工程表では、施設ごとに、本計画における公共施設の最適配置基本方針に基づく検討やその結

果を反映した取組内容を示します。

公共施設の状態は経年劣化等により時々刻々と変化し、また、公共施設の最適配置は総合計画

の実施計画に基づき実施していくものであることから、工程表は別紙とし、定期点検の結果や工

事の実施状況、施設方針の変更等を踏まえ、毎年度見直し・公表を行います。

４ 計画の期間

本計画は、施設ごとの現実的な対策内容等を示すため、令和 8（2026）年度から令和 17（2035）

年度の 10年間を計画期間とし、中間期の 5年目に見直しを行います。

これは、上位計画である白井市総合計画基本構想の策定や総合管理計画の改定等を踏まえ

て設定しています。

なお、本計画に基づく取組の工程表は毎年度見直しを行います。

【個別施設計画等の計画期間】

年度 H28－R7

（2016-

2025）

R8－17

（2026-

2035）

R18－27

（2036-

2045）

R28－37

（2046-

2055）

R38－47

（2056-

2065）

総合計画 基本構想

（ 10 年ごとに策定）

公共施設等総合管理計画

（2017-2056 年度まで。

40年間の計画期間）

個別施設計画

（2026-2035 年まで。

10年間の計画期間）

策

定

定
期
見
直
し

前提条件の大幅な変更に合わせ、必要に応じて見直す

定
期
見
直
し

定
期
見
直
し

定
期
見
直
し

策

定

（取組の工程表）

最適配置の検討結果や、定期点検の結果、工事の実施状況等を踏

まえ、毎年度、見直し・公表

見
直
し

見
直
し

見
直
し

見
直
し

見
直
し

見
直
し

見
直
し

見
直
し
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第２章 対象施設の現状等について

１ 対象施設

 本計画の対象施設は、市民文化系施設、社会教育系施設、スポーツ・レクリエーション系

施設、子育て支援施設、保健・福祉施設、行政系施設、その他施設のうち、居室を有する概ね

延床面積 200 ㎡以上の建築系公共施設のほか、最適配置の対象となる小規模施設を加えた 30

施設とします。

【対象施設一覧表】      （令和 8年 3月時点）

西暦 和暦

1 ひだまり館 ひだまり館 RC 1F 552 1977 S52 49年 白井市根63番地の2

2 公民センター 公民センター RC 2F 1,995 1991 H3 35年 白井市中９８番地の１７

3 白井コミュニティセンター 白井コミュニティセンター S 2F 1,239 2011 H23 15年 白井市復１４５８番地の１

4 西白井コミュニティプラザ 西白井コミュニティプラザ S 1F 575 2019 H31 7年  白井市西白井２丁目１６番地の１

5 文化センター 文化センター SRC
B1
4F

10,219 1993 H5 33年 白井市復１１４８番地の８

6 西白井複合センター 西白井複合センター RC 2F 2,409 1981 S56 45年 白井市清水口１丁目２番１号

7 白井駅前センター 白井駅前センター RC 2F 1,598 1985 S60 41年 白井市堀込１丁目２番２号

8 桜台センター 桜台センター RC 2F 1,585 1993 H5 33年 白井市桜台２丁目１４番

9 学習等共用施設 学習等共用施設 RC 2F 1,468 1989 H元 37年 白井市冨士２３９番地の２

10 福祉センター 福祉センター RC 2F 2,681 1988 S63 38年 白井市清戸７６６番地の１

11 白井運動公園 運動公園管理棟 RC 3F 2,306 1997 H9 29年 白井市神々廻１７２８番地の１

12 白井市民プール 管理棟 RC 2F 1,114 1991 H3 35年 白井市神々廻１７０１番地の１

13 清水口保育園 清水口保育園 RC 2F 1,777 2002 H14 24年 白井市清水口２丁目８番１号

14 南山保育園 南山保育園 RC 2F 1,707 2008 H20 18年 白井市南山１丁目７番１号

15 桜台保育園 桜台保育園 RC 2F 887 1993 H5 33年 白井市桜台２丁目９番

16 白井児童館 白井児童館 RC 2F 451 1982 S57 44年 白井市復１４５８番地の１

17 高齢者就労指導センター 高齢者就労指導センター S 1F 461 1998 H10 28年 白井市清戸７６５番地の２

18 障害者支援センター 障害者支援センター RC 2F 896 1981 S56 45年 白井市南山１丁目８番１号

19 保健福祉センター 保健福祉センター S
B1
3F

5,434 1999 H11 27年 白井市復１１２３番地

20 白井市役所 本庁舎 RC 4F 4,809 2017 H29 9年 白井市復１１２３番地

21 白井市役所 東庁舎 SRC
B1
4F

7,253 1981 S56 45年 白井市復１１２３番地

22 農業センター 農業センター RC 2F 404 1994 H6 32年 白井市根20番地の1

23 西白井駅前第1駐輪場 西白井駅前第1駐輪場 S 2F 540 2010 H22 16年 白井市けやき台1丁目1057番19

24 大山口第一学童保育所 大山口第一学童保育所 軽量S 1F 193 2007 H19 19年 白井市大山口2丁目2番1号

25 大山口第ニ学童保育所 大山口第ニ学童保育所 S 1F 156 2010 H22 16年 白井市大山口2丁目2番1号

26 池の上学童保育所 池の上学童保育所 軽量S 1F 176 2015 H27 11年 白井市池の上2丁目21番

27 白井第三第一学童保育所 白井第三第一学童保育所 W 1F 92 1997 H9 29年 白井市根336番地の15

28 白井第三第二学童保育所 白井第三第二学童保育所 S 1F 140 2011 H23 15年 白井市根336番地の15

29 てのひら館 てのひら館 W 1F 72 1983 S58 43年 白井市清水口2丁目3番地1号

30 ハッピー・プラザ ハッピー・プラザ W 1F 86 1992 H4 34年 白井市池の上2丁目21番

No. 施設名 建物名 構造 階数

建物基本情報

築年数 所在地延床
面積（㎡）

建築年度
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２ 建物基本情報及び劣化状況評価

本計画の対象施設のうち、居室を有する概ね延床面積 200 ㎡以上の施設については、令和

6年度に劣化状況評価を行いました。劣化状況評価の結果は、下表のとおりです。

 【建物基本情報及び劣化状況評価（令和 6年度実施）】

※劣化状況評価は、大規模な保全工事の優先順位の基礎となるため、長寿命化の対象とな

らない小規模施設については、日常点検を実施し維持管理を行っていますが、劣化状況評

価は今回実施していません。

※劣化状況評価は、「学校施設の長寿命化計画の見直しに向けたコスト試算等に係る解説

書」（文部科学省令和 5 年 3 月）に基づき実施しています。（資料編参照）

西暦 和暦

1 ひだまり館 ひだまり館 RC 1F 552 1977 S52 D D C C C 31

2 公民センター 公民センター RC 2F 1,995 1991 H3 B B B B B 75

3 白井コミュニティセンター 白井コミュニティセンター S 2F 1,239 2011 H23 A A B A A 92

4 西白井コミュニティプラザ 西白井コミュニティプラザ S 1F 575 2019 H31 A A B A A 92

5 文化センター 文化センター SRC
B1
4F

10,219 1993 H5 D D C C C 31

6 西白井複合センター 西白井複合センター RC 2F 2,409 1981 S56 B B B B B 75

7 白井駅前センター 白井駅前センター RC 2F 1,598 1985 S60 D C C C C 38

8 桜台センター 桜台センター RC 2F 1,585 1993 H5 D C B B B 63

9 学習等共用施設 学習等共用施設 RC 2F 1,468 1989 H元 C B B B B 73

10 福祉センター 福祉センター RC 2F 2,681 1988 S63 B B B C C 61

11 白井運動公園 運動公園管理棟 RC 3F 2,306 1997 H9 B C C C B 51

12 白井市民プール 管理棟 RC 2F 1,114 1991 H3 C D C B B 47

13 清水口保育園 清水口保育園 RC 2F 1,777 2002 H14 C C A A C 68

14 南山保育園 南山保育園 RC 2F 1,707 2008 H20 D C B A A 73

15 桜台保育園 桜台保育園 RC 2F 887 1993 H5 A A B A A 92

16 白井児童館 白井児童館 RC 2F 451 1982 S57 B A B A A 90

17 高齢者就労指導センター 高齢者就労指導センター S 1F 461 1998 H10 A A B A B 86

18 障害者支援センター 障害者支援センター RC 2F 896 1981 S56 A B B A A 86

19 保健福祉センター 保健福祉センター S
B1
3F

5,434 1999 H11 A A A A A 100

20 白井市役所 本庁舎 RC 4F 4,809 2017 H29 A A A A A 100

21 白井市役所 東庁舎 SRC
B1
4F

7,253 1981 S56 A A A A A 100

22 農業センター 農業センター RC 2F 404 1994 H6 B B B B B 75

＿

劣化状況評価

構造

建物基本情報

No. 施設名 建物名
電
気

設
備

機
械

設
備

健全度
（100点

満点）
階数

延床
面積（㎡）

建築年度 屋
根
・

屋
上

外
壁

内
部

仕
上
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第３章 施設整備の基本的な方針等について

１ 施設整備の基本的な方針

令和 8 年 3 月に改定した総合管理計画では、既存の公共施設すべてに長寿命化対策を行

って今後も維持していくと仮定した場合、40年間で約 633億円（年間約 16億円）の財源不

足が生じる見込みと試算しました。そのため、長寿命化対策だけでは、既存の公共施設す

べてを維持していくことは困難です。

これを受けて、本市では公共施設等マネジメント目標に基づく取組として、公共施設の

最適配置基本方針を策定し、市民サービスの維持・向上と更新・維持管理費用の削減の両

立を実現することを目標としました。

そのため、今後の公共施設のあり方を考えるに当たっては、既存の公共施設ありきでは

なく、公共施設最適配置基本方針に基づいた検討を進めます。その結果、今後も既存の場

所で既存の施設として維持管理していくべきと判断した公共施設については、長く賢く使

うため、適切な時期に大規模な保全工事（維持保全工事・長寿命化工事）を実施し、最適な

維持管理を図ります。

なお、最適配置の検討に当たっては、市民の意見を十分に聞いて進めるものとします。

【計画の全体像】
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２ 施設整備に係るフローチャート

施設整備の基本的な流れは、以下のとおりです。

【施設整備に係るフローチャート】

まず、本計画の対象施設を、公共施設の最適配置基本方針に基づいて、「既存の場所で既

存の施設として維持管理する」公共施設と「再編等の取組を実施する」公共施設に分類しま

す。具体的な施設方針の分類は以下のとおりです。

【施設方針の分類】

施設方針 内容

最適配置方針

を検討中の施

設

最適配置検討 公共施設の最適配置基本方針に基づいて、施設の今後

のあり方を検討している施設を指します。

既存の場所で

既存の施設と

して維持管理

する施設

長寿命化① 最適配置検討の結果、長寿命化工事を実施し、維持管

理していく方針の施設を指します。

長寿命化② 最適配置の検討が未着手の施設については、暫定的に

「長寿命化②」に分類します。

維持管理 長寿命化工事を実施せず、維持管理していく方針の施

設を指します。※

再編等の取組

を実施する施

設

※具体的な

手法を記載

最適配置を検討した結果、再編等の取組を実施する施

設と判断し、具体的な手法（移転、民営化、廃止等）

が決定した施設については、当該手法を記載します。

※小規模施設については、「維持管理」に分類します。

「既存の場所で既存の施設として維持管理」する公共施設については、大規模な保全工事

（維持保全工事・長寿命化工事）を実施し、維持管理を行います。なお、更新（建替）に当

たっては、その時点で各施設が果たしている役割や機能を再確認した上で、その施設の必要

性自体を再検討することとします。

一方で、「再編等の取組を実施する」公共施設については、集約化・複合化・非保有化・

廃止等の具体的手法を検討したうえで、取組を実施します。

その他の個別工事

公共施設の最適配置方針を検討・施設方針の分類

劣化状況調査

大規模な保全工事 ※
（維持保全工事・長寿命化工事）

随時
見直し

建替

取組の実施

集約化・複合化
非保有化・廃止
等

再編等の取組を実施する

施設方針にかかわらず、
適正な維持管理を実施

5年ごとに実施

具体的手法の検討

建替必要

更新の必要性の再検討
建替
不要

既存の場所で既存の施設として
維持管理する

施設方針

※小規模施設については、長寿命化工事
を実施せずに維持管理します



7

３ 公共施設の最適配置

（１）公共施設の最適配置基本方針

公共施設の最適配置とは、市民や地域に必要な施設の機能と地域特性を考慮した施設配

置の再検討を進めることで、市民サービスの維持・向上と更新・維持管理費用の削減の両

立を図る取組です。複数の公共施設を１つにまとめる集約化や複合化、別の場所に移転、

用途の変更等を伴う公共施設の最適配置を推進することで、施設の量を減らすことが可能

となり、更新・維持管理費用の削減につながります。

なお、公共施設の最適配置は単に費用削減だけでなく、市民サービスの維持・向上も目

的としています。

公共施設の最適配置基本方針では、以下の 5つの基本的な方向性を掲げています。

 【公共施設の最適配置基本方針における基本的な方向性】

１．新たな公共施設は原則として建設しません ※移転や集約により新たに整備する場合は除きます

２．施設の機能と建物等を切り離し、二軸での評価を行い、今後の方向性について検討します

３．効率的かつ効果的な機能の配置により、市民サービスの向上を目指します

４．官民連携手法を積極的に活用します

５．学校教育施設を活用します

（２）二軸評価

公共施設の最適配置基本方針に基づいた検討をする際には、施設の機能と建物等を切り離

し、二軸での評価を行い、今後の方向性について検討します。

【二軸評価（公共施設の最適配置基本方針より抜粋）】

① 建物（築年数・健全度）の評価

建物等の建築年数や健全度等から建物（ハード面）を評価し、建物の管理や利活用につ

いて検討します。評価基準は、「耐用年数評価」と「劣化状況評価」に基づいて設定します。

ア 劣化状況評価

劣化状況調査では５つの部位の劣化状況の評価を建物ごとに集計することで、現時点で

の当該建物の健全度を相対的に示しています。健全度が低いほど建物が劣化していることを

建物⽅針の検討

運営⽅法や住⺠サービスの内容は継
続し、建物の改修・更新といった改善や、
必要に応じて集約化・複合化・広域化
といった⽼朽化対策が求められる施設

抜本的⾒直し

建物の改修・更新および運営⽅法・
住⺠サービスの内容の両⾯から、施設の
今後のあり⽅を⾒直す必要がある施設。

現状維持

当⾯は建物を維持し、運営⽅法や
住⺠サービスの内容も継続する施設。

施設利⽤⽅針の検討

建物は維持し、運営⽅法や住⺠サー
ビスの内容、⽴地といった、機能の⾒直
しが求められる施設。

⾼

低

低 ⾼
建物（築年数・健全度）の評価

機
能
（
利
⽤
状
況
・
⽴
地
条
件
等
）
の
評
価

B A

D C
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示しています。

したがって、劣化状況評価を行っている施設については、健全度に応じたランク付けを

行います。

イ 耐用年数評価

劣化状況評価を実施していない施設は、主に耐用年数等の経過に応じたランク付けを行

います。

② 機能（利用状況・立地状況等）の評価

当初設置した目的や目的を達成するための手法が、現在や将来のニーズに適しているか

などを評価するとともに、利用状況や代替性、立地条件などからも機能（ソフト面）を評価

し、あり方について検討します。また費用対効果を検討するため、公共施設を市が保有す

る場合のコストや官民連携を行う場合の各手法のコストの比較検討を行います。

（３）最適配置の検討・取組の実施

最適配置は、横断的検討・推進体制がプロジェクト等による検討・推進体制と連携し、進

行管理及び具体的な検討を行うものとします。

公共施設の最適配置の検討の結果、今後も既存の場所で既存の施設として維持管理してい

くべきと判断した公共施設については、適切な時期に大規模な保全工事（維持保全工事・長

寿命化工事）を実施することとします。

一方で、集約化・複合化、非保有化等、公共施設の再編を行うべきと判断した公共施設に

ついては、公共施設の再編等に係る具体的手法を検討し、取組を実施します。

最適配置の実施に伴う取組の具体的な内容・時期が確定した場合は、別紙の工程表に反映

するものとします。

（４）市民参加

公共施設の最適配置は、総合計画の「中心都市拠点・生活拠点づくり事業」や、「特色を活

かした憩いの場整備事業」など、エリア価値の向上を目指す取組との連携により、市民の意

見を聞くほか、それ以外の取組においても、小中学校、コミュニティ施設のように地域に密

着した公共施設において、集約や複合化、移転、大幅な用途変更など、市民生活への影響が

大きい変更を行う場合は、当方針に基づいた市の考えを示したうえで市民の意見を聞きなが

ら検討します。
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４ 大規模な保全工事（維持保全工事・長寿命化工事）

（１） 大規模な保全工事の実施方針

 最適配置を検討した結果、「既存の場所で既存の施設として維持管理する」と判断した公共

施設については、維持保全工事と長寿命化工事を実施します。

① 維持保全工事

建築から 20 年程度経過した公共施設について、外部改修（外部塗装、防水改修）、空調

設備更新などを行い、建築当初の用途・性能・機能の維持及び回復を図るための工事を実

施します。

② 長寿命化工事

建築から 40年程度経過した公共施設について、省エネルギー化やバリアフリー化、現行

法令等への適合化など、現行の公共施設に求められる水準に合わせた機能の向上を図るた

めの工事を実施します。

なお、長寿命化工事の設計段階においては、公共施設に対する市民の様々な意見を参考

にし、時代の変化に合わせた用途の変更、機能の追加等の社会的ニーズへの対応を図りま

す。

（２）優先順位

長寿命化する施設の大規模な保全工事の優先順位は、劣化状況調査における健全度が低

い順位を基礎とします。ただし、最適配置の検討結果によっては、戦略的な観点から、大規

模な保全工事（維持保全工事・長寿命化工事）を優先的に実施する場合があります。

５ その他の個別工事

（１） その他の個別工事の実施方針

周期的に実施する大規模な保全工事（維持保全工事・長寿命化工事）のほかに、必要に応

じて個別に当初の用途・性能・機能の維持及び回復を図るための工事を実施します。

（２） 優先順位

その他の個別工事の実施については、利用者と施設管理者の安全性に係わるものや法的

な義務があるもの（消防法、建築基準法など）、施設運営に大きな支障を及ぼすもの等を優

先し、限られた財源の中で、効果的かつ効率的に実施します。

なお、最適配置検討中の施設や、最適配置を検討した結果、公共施設の再編等の取組を

行うべきと判断した施設についても、その他の個別工事を実施する場合があります。

６ 施設更新の考え方

公共施設の更新の検討に当たっては、その時点で各施設が果たしている役割や機能を再

確認した上で、その施設の必要性自体を再検討する必要があります。

そのため、今後は建替えを前提とせず、公共施設の最適配置検討方針に基づいて施設の

更新等（長寿命化、複合化、用途変更、廃止等）の検討を行い、公共施設の集約化・複合化

や官民連携による非保有化の方策などを推進します。特に、小規模施設については、積極
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的に複合化等を検討していきます。

７ 大規模な保全工事等の基本的な整備スキームと各課の役割

大規模な保全工事（維持保全工事・長寿命化工事）を行う場合、基本設計又は実施設計を

実施する前年度までに最適配置の検討を行い、その時点において、今後も既存の場所で既

存の施設として維持管理していくべきである施設であることを決定した上で、基本的な整

備スキームに沿って実施します。

長寿命化工事を行う場合は、はじめに、施設担当課において、施設への要求事項等を取

りまとめ、基本設計に反映させます。その後、基本設計を基に公共施設等マネジメント部

門において実施設計を実施し、工事を発注します。

基本設計・実施設計・工事は原則一年ずつで、これを基本的な整備スキームとします。

各課の役割と合わせた整備スキームのイメージは、下表のとおりです。

【基本的な整備スキームと各課の役割】

８ 維持管理の容易な工法等の選択

施設の維持管理に係るコストは、管理水準や採用する工法によって大きく変わります。

そのため、工事等を実施する際には、維持管理が容易かつ確実に実施可能な工法・仕様

を採用するなど、コスト削減のため合理的な対策に努めます。

９ 予防保全

公共施設の維持管理・更新等に係る中長期的なコストを縮減し、予算を平準化していく

ため、計画的に施設の維持保全等を図っていきます。

そのため、施設の設備等が故障してから修理する事後保全ではなく、あらかじめ決めら

れた期間、決められた内容で、故障する前又は損傷が軽微である時期に機能の保全・回復

を図る予防保全を推進します。

工事実施設計基本設計

・工事関係者と協議
・完了検査等の立ち会い

・実施設計の内容確認

・基本設計の予算管理、作成
・コンサルタント業務委託契約
・施設への要求事項を取りまとめ、
基本設計に反映

施設所管課
（実施部門）

・工事の発注
・工事に係る予算管理
・工事監督職員
・工事関係者と協議
・施設担当課へ進捗報告

・実施設計の予算管理、作成
・設計関係者と協議
・関係諸官庁への手続き

・基本設計の作成に際し、施設担
当課へ技術的な助言、補助等

公共施設等

マネジメント部門
（統括部門）

（１年）（１年）（１年）

長寿命化工事のスキーム

維持保全工事のスキーム

その他の個別工事のスキーム
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１０ 施設管理情報の蓄積

公共施設は、利用状況や設置された自然環境等に応じて劣化や損傷の進行は施設ごとに

異なり、その状態は時々刻々と変化します。日常の施設管理の質を向上させるためには、

各施設の状態を定期的な点検・診断により、正確に把握することが重要です。

そのため、点検・診断結果、修繕履歴等の情報を記録するとともに、公共施設包括管理業

務委託による毎月の巡回点検や各種報告書を活用し、施設管理情報を蓄積することで、管

理体制の強化を図ります。

１１ 予算管理

  最適配置の検討をしたうえで、大規模な保全工事を計画的に実施するため、財政部門と

連携しながら、財政負担の平準化を図ります。

大規模な保全工事は、公共施設等マネジメント部門を統括部門とした、横断的検討・推

進体制で進行管理を行うものとします。進行管理は、別紙の工程表に基づいて実施し、当

該表は各設計・工事の進捗や劣化状況等の最新の結果、施設方針の変更等を反映して毎年

見直します。大規模な保全工事の予算管理については、７ 大規模な保全工事等の基本的

な整備スキームと各課の役割（P10）に基づき、基本設計は各施設所管課、実施設計及び

工事は公共施設等マネジメント部門が行うものとします。

その他の個別工事は、定期点検の結果を踏まえた各施設所管課からの要望により、毎年

度、優先順位を検討し、公共施設等マネジメント部門が財政課と連携しながら予算に反映

します。

【予算要求への反映】

１２ 防災・減災等への対策

市内の多くの公共施設は、白井市地域防災計画により指定避難所に指定されています。

指定避難所は、災害時に市民の避難施設として使用されるなど、重要な役割を果たしてい

ます。そのため、万一の災害等に備え、大規模な保全工事等を実施する際には、併せて指定

避難所としての施設の性能向上を検討します。

また、長寿命化工事等の機会を、安全性能の向上を図る一つの機会と捉え、道連れ工事

を含めた、効率的・効果的な対策を推進します。

フロー類型

・横断的検討・推進体制とプロジェクト等による検討・推進
体制の連携により進行管理・最適配置の具体的検討
・取組等の具体的な内容・時期が確定した場合は、本計画別
紙の工程表に反映し、予算要求

政策的判断が必要な事項

・公共施設等マネジメント部門を統括部門とする横断的検
討・推進体制において、統括部門を中心とした進行管理
・本計画別紙の工程表に基づき、予算要求

大規模な保全工事
(維持保全工事・長
寿命化工事）

政策的判断
が不要な
事項

・定期点検の結果を踏まえた各施設所管課からの要望によ
り、公共施設等マネジメント部門で予算要求

その他の個別工事

・施設所管課で予算要求軽微な修繕

別紙工程表
記載対象
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１３ 継続的運用方針

最適配置の検討に基づいた取組等の政策的判断が必要な事項は、総合計画が前期・後期

の各 5年周期で実施されることを踏まえ、総合計画との連携を図るため、5年の周期で PDCA

サイクルを実施し、別紙の工程表の見直しに反映させます。

政策的判断が必要でない事項は、定期点検の結果や工事の実施状況等を踏まえ、毎年度

PDCA サイクルを実施し、別紙の工程表の見直しに反映させます。

別紙の工程表は、見直しに合わせて公表するものとします。

【PDCA サイクル】

Ａ 改善 Ｐ 計画

Ｄ 実⾏Ｃ 評価
政策的判断が不要⇒毎年

政策的判断が必要⇒５年

・⽅針やスケジュールの⾒直し ・横断的検討体制の構築
・実施スケジュールの策定・改訂

・公共施設の機能⾒直し
・最適配置の実施

・横断的検討・推進体制による進
捗管理

・別紙⼯程表の⾒直し ・予算要求

・統括部⾨による進捗管理 ・⼯事の実施
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資料編

１ 劣化状況調査方法

「学校施設の長寿命化計画の見直しに向けたコスト試算等に係る解説書」（文部科学省

令和 5 年 3 月） （以下「解説書」という。）における公共施設の老朽化状況調査方法（「構

造躯体の健全性の把握」及び「躯体以外の劣化状況の把握」）を解説書から抜粋します。

なお、構造躯体の調査は、平成 30 年度に実施しました。前回調査からの経過年数が

短く、状況に大きな変化は生じていないと見込まれることから、本計画改定に当たって構

造躯体の調査は実施していません。

構造躯体以外の健全性の把握（解説書 P.22～P.31）
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西暦 和暦

2 公民センター 公民センター RC 2F 1,995 1991 H3 B B B B B 75

3 白井コミュニティセンター 白井コミュニティセンター S 2F 1,239 2011 H23 A A B A A 92

建物基本情報 劣化状況評価

No. 施設名 建物名 構造 階数
延床

面積（㎡）

建築年度
屋
根
・
屋
上

外
壁

内
部

仕
上

電
気

設
備

機
械

設
備

健全度
（100点

満点）

建物基本情報及び劣化状況評価（本計画 4ページ目）の表の見方

A 建物基本情報

  公有財産台帳をもとに入力しています。

B 劣化状況評価

構造躯体以外の調査は、建物ごとに「屋根・屋上」、「外壁」、「内部仕上げ」、「電気設備」及び「機

械設備」の部位ごとに劣化状況を評価した「劣化状況調査票」を作成します。本計画の改定に際し

て、令和 6 年度に実施しました。

① 施設名・建物名

  施設の名称を記入しています。建物が複数ある時は建物名称を入力しています。

② 構造・階数・延床面積

   建物の構造（S：鉄骨造 RC：鉄筋コンクリート造 SRC: 鉄骨鉄筋コンクリート造 W：木造 軽

Ｓ：軽量鉄骨造）・階数・延床面積を記入しています。

③ 建築年度

 建物の建築年度を記入しています。和暦の S は昭和、Hは平成、R は令和を指します。

④ 劣化状況評価（屋根・屋上/外壁/内部仕上/電気設備/機械設備）

 調査結果を部位ごとに 4 段階（A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対

応する必要）で評価した結果を入力しています。文部科学省の基準では、評価結果が C又は D 評価

の部位は、修繕・改修が必要としています。

⑤ 健全度

 5 つの部位の劣化状況の評価を建物ごとに集計することで、現時点での当該建物の健全度を相対

的に示しています。健全度が低いほど建物が劣化していることを示しています。文部科学省の基準

では、健全度が 40 未満の場合は、優先的に長寿命化対策を行うことが望ましいとしています。

A B

①

② ③

④ ⑤
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